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広島県情報公開・個人情報保護審査会（諮問（情）第105号） 

 

第１ 審査会の結論 

   広島県知事（以下「実施機関」という。）が，本件異議申立ての対象となった行政文

書のうち，「決定期間延長通知書」について延長する理由を記載した文書を部分開示と

した決定は妥当であるが，延長後の決定期間を具体的に算出した根拠を記載している

文書については，対象文書を特定した上で開示決定等を行うべきである。 

 

第２ 異議申立てに至る経緯 

１ 開示の請求 

  異議申立人は，平成15年 12月９日，広島県情報公開条例（平成13年広島県条例第

５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に対し，平成15年 11月

25 日付け東広建竹第 215 号の「決定期間延長通知書」について延長する理由並びに延

長後の決定期間（H15.12.15）を具体的に算出した根拠を記載している文書の開示を請

求（以下「本件請求」という。）した。 

 

２ 本件請求に対する決定 

 実施機関は，本件請求に対し，平成15年11月25日付け東広建竹第215号に係る起案文

書（以下「本件対象文書」という。）について，条例第10条第２号本文に該当する情報

を不開示とする行政文書部分開示決定処分（以下「本件処分」という。）を行い，平成

15年12月24日付けで異議申立人に通知した。 

 

３ 異議申立て 

  異議申立人は，平成16年１月５日，本件処分を不服として，行政不服審査法（昭和

37年法律第160号）第６条の規定により，実施機関に対し異議申立てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   本件処分を取り消し，開示を求める。 

 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立人が，異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は，おおむ

ね次のとおりである。 

（１）平成 15 年 12 月 24 日付け東広建竹第 281 号による行政文書開示決定通知書は，

請求書に記載されている開示請求の内容（趣旨）を一方的に，かつ，自ら都合のよ

い内容に書き換えた上で，部分開示されたものであり，不適法な処分である。 

（２）上記のとおり，竹原支局は開示請求の趣旨を自らに都合のよい内容に置き換えて，

一方的に部分開示の決定をしたものであることから，開示請求書に記載したとおり，

延長する理由並びに延長後の決定期間（平成15年 12月 15日）を具体的に算出した

根拠を記載している文書を速やかに開示するよう要求する。 
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（３）理由説明書では，延長後の決定期間（平成 15 年 12 月 15 日）を具体的に特定し

た根拠がまったく説明されていない。 

（４）平成15年７月７日付け指令東広建竹第19号による不許可処分の理由として竹原

支局が公文書に明記したのは，「近くに橋があり，進入路もあることから橋の設置に

ついては，必要不可欠性が認められない。単に利便性が向上するなどの理由では，

許可できない。」というものである。しかし，当該理由は所轄部署の支局長が捏造し

た法的根拠のまったくない著しい裁量権の濫用によるものであり，再審査庁である

国土交通大臣は，平成18年８月22日付け国河政第225号の裁決書をもって，違法

な処分であった「平成15年７月７日付け指令東広建竹第19号による不許可処分」

を取消す旨の裁決を行った。 

（５）今回の決定期間（平成 15 年 12 月 15 日）を特定することも，担当者の裁量（気

持ち）で決めたものであり，決定期間の期限となる日を特定するための算出根拠は

不要であるという態度は，上記の不許可処分と同様のものである。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

   実施機関が，本件処分を行った理由については，おおむね次のとおりである。 

 １ 本件異議申立てに至る経緯 

 （１）平成15年 11月 10日付け開示請求 

   （異議申立人からは，同日付けで他に10件の開示請求が竹原支局宛てに併せてなさ

れている。） 

   平成15年 11月 25日付け（東広建竹第215号）決定期間延長通知（※） 

   平成15年 11月 25日付け（東広建竹第216号）不存在通知 

   平成15年 12月 15日付け（東広建竹第241号）部分開示決定通知 

   平成15年 12月 21日付け異議申立て 

 （２）平成15年 12月８日付け開示請求（対象は上記の（※）） 

   平成15年 12月 24日付け（東広建竹第281号）部分開示決定通知（本件処分） 

   平成16年１月５日付け本件異議申立て 

 

２ 上記経過の概要について 

 （１）「吉名町東条と記載のある工事場所で底張コンクリート工を実施した背景及び法的

根拠並びに竹原支局管内での同様の工事内容を実施した場所の有無について」の開

示請求が平成15年 11月 10日付けであり， 

  ア 「底張コンクリート工を実施した箇所の工事図面」については，開示決定期間を

延長する旨の通知（以下「本件延長通知」という。）を行った後，個人情報が含ま

れているために部分開示とする旨を明記して，該当する行政文書の開示を行い， 

  イ 「竹原支局が，吉名町東条と記載のある工事場所において，当該底張コンクリー

ト工を実施した背景及び法的根拠」については，該当する行政文書を保有していな

いため不存在通知を行ったところ， 

  ウ 上記不存在通知に対する異議申立てがなされた。 

 （２）本件延長通知に対し，延長理由及び延長期間の算出根拠についての開示請求が平
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成15年 12月８日付けであり， 

  ア 本件延長通知に係る稟議書を行政文書として特定し，本件処分を行ったところ， 

  イ 「開示請求の趣旨を，自らに都合のよい内容に置き換えて，一方的に部分開示が

なされた」という理由で本件異議申立てがなされた。 

 

３ 行政文書の特定について 

本件延長通知に係る稟議書には決定期間延長の理由として「工事件数が大量で開示

文書の特定に時間を要するため」との記載がなされていることにより，当該稟議書を

開示請求の対象として特定し，開示請求人（異議申立人）の個人情報に関する記載箇

所については条例第10条第２号の規定に該当する情報であるため不開示とした。 

異議申立人は，この理由とは別に延長後の決定期間を具体的に算出した根拠を要求

しているが，決定期間を延長する際には，開示文書の特定に要する時間や文書量のほ

か，同時期における当該部署の業務量等を踏まえ，必要最小限と考えられるおおよそ

の期間を予測し，事務処理上の目標として決定期間を設定するのであり，文書量等が

確定する前からその処理にかかる時間を具体的に算出することはしない。本件延長通

知に際しても，特定した開示文書に記載されている延長理由も然ることながら，上記

１（１）の開示請求時の状況も勘案し，条例第８条第２項の規定により決定期間を延

長したものである。 

よって，異議申立人の要求する算出根拠が存在しうるものではない。 

以上のことから，条例第７条第１項及び第 11 条第１項の規定により行政文書部分

開示をした本件処分は妥当である。 

 
第５ 審査会の判断 

 １ 本件対象文書について 

本件対象文書は，平成15年 11月 25日付け東広建竹第215号の「決定期間延長通知

書」について延長する理由及び延長後の決定期間を具体的に算出した根拠を記載して

いる文書であり，実施機関は，二つのうち延長する理由について，条例第10条第２号

本文に該当する情報を不開示として，部分開示の決定を行ったものである。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

異議申立人は，実施機関が，開示請求を行った行政文書の内容（趣旨）を一方的に，

かつ，自らに都合のよい内容に変え，部分開示決定を行っていると主張する。 

これに対し，実施機関は，理由説明書で「本件延長通知に係る稟議書には決定期間

延長の理由として『工事件数が大量で開示文書の特定に時間を要するため』との記載

がなされていることにより，当該稟議書を開示請求の対象として特定し」，また，「異

議申立人の要求する算出根拠が存在しうるものではない。」ことから，「行政文書部分

開示をした本件処分は妥当である。」と述べている。 

本件対象文書について，開示請求人（異議申立人）の氏名・住所を条例第10条第２

号の規定に該当する情報であるとし，不開示としたことについては争いがないことか

ら，文書特定の妥当性について検討する。 
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当審査会において，本件対象文書を見分したところ，平成15年 11月 25日付け東広

建竹第 215 号の「決定期間延長通知書」における延長する理由を，「工事件数が大量

で開示文書の特定に時間を要するため」との記載があることから，延長する理由につ

いて，本件対象文書を特定した実施機関の判断は妥当であることが認められる。 

しかしながら，延長期間を具体的に算出した根拠については，記載が見受けられな

かったことから，本件対象文書が「延長後の決定期間（H15.12.15）を具体的に算出

した根拠を記載している文書」とは言えない。 

このことから，延長後の決定期間を具体的に算出した根拠を記載している文書につ

いては，対象文書を特定した上で開示決定等を行うべきである。 

 

３ 結論 

よって，当審査会は，「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は，別記のとおりである。 
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別 記 
 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

16．２．24 ・諮問を受けた。 

17．11．30 ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。 

19．２．１ ・実施機関から理由説明書を収受した。 

19．２．19 
・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。 

・異議申立人に意見書の提出を要求した。 

19．５．１ ・異議申立人から意見書を収受した。 

19．５．２ ・実施機関に意見書の写しを送付した。 

24．９．18 

(平成24年度第６回) 
・諮問の審議を行った。 

24．10．18 

(平成24年度第７回) 
・諮問の審議を行った。 
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